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各国・地域における放射線検査機関  
（ペルー) 

2011 年 3 月 29 日 
                             ジェトロ・リマ事務所 

検査機関名 Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN) 

所在地 Av. Canada 1470, San Borja, Lima 

電話 +51-1-488-5050 (ext.286) 

FAX +51-1-488-5050 (ext. 281) 

E-mail  

URL http:// www.ipen.gob.pe 

検査対象品 食料品全般 その他は事前に要確認。 

検査に必要な検体量 対象品による。3～12kg 

測定可能な放射性核種 Alfa, Beta, Gama（その他の種類は、事前に要確認） 

検査料 ｓ/.254+IGV 税（18％） 対象品による。 

検査にかかる必要日数 7 日 対象品による。 

当該国政府の登録・認

定・指定・検査機関か 

・ペルー特許庁 INDECOPI (www.indecopi.gob.pe)から認定されて

いる。 
・ペルーエネルギー・鉱山省 Ministerio de Energia y Minas 
（www.minem.gob.pe）から指定されている。 
・国際原子エネルギー機関 Organismo Internacional de Energia 

Atomica (www.iaea.org)から指定されている。 

相手国の規制等により陸揚

げできない貨物の検査は保

税状態で検査してくれるの

か、輸入が認められた貨物

のみか 

モノがつく前に、サンプルを検査可能。 

 


